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【手続補正書】
【提出日】平成21年5月13日(2009.5.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面及び対向する底面を有する材料ウェブと、
　該材料ウェブの底面上に配置される粘着剤と、
　前記材料ウェブの前記底面に対して配置されるマイクロニードルアレイと、
　該マイクロニードルアレイの少なくとも一部分を覆うために、材料ウェブの底面に対し
て配置される周辺部及び中央部を有する容器であって、前記周辺部の少なくとも一部分は
前記粘着剤に接触し、前記中央部は前記粘着剤に接触せず、前記周辺部及び前記中央部は
一体的に形成されている容器と、
を含む、マイクロニードルアレイカートリッジ。
【請求項２】
　前記周辺部の第１領域が前記粘着剤と接触する、請求項１に記載のマイクロニードルア
レイカートリッジ。
【請求項３】
　前記周辺部の第２領域が前記粘着剤と接触しない、請求項２に記載のマイクロニードル
アレイカートリッジ。
【請求項４】
　前記材料ウェブに沿って配置される少なくとも１つの補強材をさらに含む、請求項１～
３のいずれか１項に記載のマイクロニードルアレイカートリッジ。
【請求項５】
　一対の補強材が設けられている、請求項４に記載のマイクロニードルアレイカートリッ
ジ。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの補強材が細長い形状を有する、請求項４又は５に記載のマイクロ
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ニードルアレイカートリッジ。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの補強材が、前記容器の前記中央部の幅又は直径と少なくとも同じ
長さを有する、請求項４～６のいずれか１項に記載のマイクロニードルアレイカートリッ
ジ。
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